
 気象警報時における引き渡し訓練 

令和６年６月４日（火） 

 気象警報発令時の児童生徒の引き渡し訓練を行いました。 

 今後、警報が発令された場合に対象となるものは、「すべての警報（特別警報・暴風警報・大雪

警報・洪水警報・暴風雪警報・大雪警報）」です。児童生徒の安全確保を最優先にした対応を原則

としますので、保護者の皆様ご自身の安全も確保した上でのお迎えをお願いします。 

 今回の訓練については、ご協力をいただきありがとうございました。 


